
議案第 ８ 号 

 

    

沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

 

以下の理由により、沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則案を別紙のとおり提

出する。 

 

 

令和８年３月12日提出 

 

 

 沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満  

 

 

理 由 

⑴  公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標

準を改める法律（昭和33年法律第116号）の一部が改正され、公立の中学校の一学

級の生徒の数の標準が40人から35人に引き下げられる。 

⑵  ⑴に伴い、沖縄県立中学校の入学定員を改定する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

【参考・根拠規定】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条 

 



沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則

沖縄県立中学校管理規則（平成18年沖縄県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

第３条の表中「40人」を「35人」に、「80人」を「70人」に改める。

附 則

この規則は、令和９年４月１日から施行する。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立中学校管理規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標

準を改める法律（昭和33年法律第116号）の一部が改正され、公立の中学校の一学

級の生徒の数の標準が40人から35人に引き下げられる。

⑵ ⑴に伴い、沖縄県立中学校の入学定員を改定する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 沖縄県立名護高等学校附属桜中学校の入学定員を35人とし、並びに沖縄県立与

勝緑が丘中学校、沖縄県立球陽中学校及び沖縄県立開邦中学校の入学定員を70人

とする。(第３条関係）

⑵ この規則は、令和９年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 根拠法令等の参照条文

⑶ その他参考となる資料
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参 照 条 文
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ こ の 法 律 の 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、 教 育 委 員 会 の 設 置 、 学 校 そ の 他

の 教 育 機 関 の 職 員 の 身 分 取 扱 そ の 他 地 方 公 共 団 体 に

お け る 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 の 基 本 を 定 め る こ と

を 目 的 と す る 。

（ 学 校 等 の 管 理 ）

第 三 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反 し な

い 限 り に お い て 、 そ の 所 管 に 属 す る 学 校 そ の 他 の 教

育 機 関 の 施 設 、 設 備 、 組 織 編 制 、 教 育 課 程 、 教 材 の

取 扱 い そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い て 、 必

要 な 教 育 委 員 会 規 則 を 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め よ う と す る 事

項 の う ち 、 そ の 実 施 の た め に は 新 た に 予 算 を 伴 う こ

と と な る も の に つ い て は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ

め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。

２ ・ ３ （ 略 ）

○ 公 立 義 務 教 育 諸 学 校 の 学 級 編 制 及 び 教 職 員 定

数 の 標 準 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第

百 十 六 号 ）

（ こ の 法 律 の 目 的 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 に 関 し 、

学 級 規 模 と 教 職 員 の 配 置 の 適 正 化 を 図 る た め 、 学 級

編 制 及 び 教 職 員 定 数 の 標 準 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定

め 、 も つ て 義 務 教 育 水 準 の 維 持 向 上 に 資 す る こ と を

目 的 と す る 。

（ 学 級 編 制 の 標 準 ）

第 三 条 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 の 学 級 は 、 同 学 年 の 児

童 又 は 生 徒 で 編 制 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 義

務 教 育 諸 学 校 の 児 童 又 は 生 徒 の 数 が 著 し く 少 い か そ

の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て は 、 政 令 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 数 学 年 の 児 童 又 は 生 徒 を 一 学 級 に

編 制 す る こ と が で き る 。

２ 各 都 道 府 県 ご と の 、 都 道 府 県 又 は 市 （ 地 方 自 治 法

（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 二 条 の

十 九 第 一 項 の 指 定 都 市 （ 以 下 単 に 「 指 定 都 市 」 と い

う 。 ） を 除 き 、 特 別 区 を 含 む 。 第 八 条 第 三 号 並 び に

第 八 条 の 二 第 一 号 及 び 第 二 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ）

町 村 の 設 置 す る 小 学 校 （ 義 務 教 育 学 校 の 前 期 課 程 を

含 む 。 次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 中 学 校 （ 義

務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 及 び 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程

を 含 む 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） の 一 学 級 の 児 童 又 は

生 徒 の 数 の 基 準 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 学 校 の 種

類 及 び 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 学 級 編 制 の 区 分 に 応 じ 、

同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 数 を 標 準 と し て 、 都 道 府 県 の 教

育 委 員 会 が 定 め る 。 た だ し 、 都 道 府 県 の 教 育 委 員 会

は 、 当 該 都 道 府 県 に お け る 児 童 又 は 生 徒 の 実 態 を 考

慮 し て 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に つ い て は 、 こ

の 項 本 文 の 規 定 に よ り 定 め る 数 を 下 回 る 数 を 、 当 該

場 合 に 係 る 一 学 級 の 児 童 又 は 生 徒 の 数 の 基 準 と し て

定 め る こ と が で き る 。

学 校 の 種 類 学 級 編 制 一 学 級 の 児 童 又

の 区 分 は 生 徒 の 数

小 学 校 （ 義 （ 略 ） （ 略 ）

務 教 育 学 校

の 前 期 課 程

を 含 む 。 次

条 第 二 項 に

お い て 同

じ 。 ）

中 学 校 （ 義 同 学 年 の 生 徒 で 四 十 人

務 教 育 学 校 編 制 す る 学 級

の 後 期 課 程

及 び 中 等 教 二 の 学 年 の 生 徒 八 人

育 学 校 の 前 で 編 制 す る 学 級

期 課 程 を 含

む 。 同 項 に 特 別 支 援 学 級 八 人

お い て 同

じ 。 ）

３ （ 略 ）


	R080312定例会資料（庁内）.pdf
	議案８（県立）


